
2026 年 1 月 15 日  
 
Franklin Templetonや旧 Legg Masonを騙った不審な勧誘等ご注意ください 
 
Franklin Templeton や旧 Legg Mason およびその職員を騙った偽のウェブサイトや
LINE 等のソーシャルネットワークサービス（SNS）、アプリ、郵送での、不審な勧誘
等が行われております。 
 
【当社に寄せられた事例】 
 当社職員の画像や動画を加工した勧誘 
 偽ニュースサイトへの当社職員に関する偽記事の掲載 
 当社を語った LINE 等の SNS およびアプリへの勧誘 
 当社を語った融資契約や IPO への勧誘 
 口座開設の勧誘やお金の振込依頼 
 以下のような実在しない投資プロジェクトの契約書の送付 
 

 
※他の実在する業者名に関する部分は黒塗りとしています。 

 
このような勧誘に応じると、個人情報を取得、悪用されたり、詐欺被害を受けたりす
る可能性がございますので、十分にご注意ください。 

当社または当社の役職員が、郵送による契約締結の勧誘、当社公式ウェブサイト・ソ
ーシャルメディア以外のソーシャルメディアでのセミナー等の実施、金融商品の勧誘
等を行うことは一切ありません。 
 
当社公式のウェブサイトおよびソーシャルメディアは以下となります。  

偽の契約書事例 



●ウェブサイト https://www.franklintempleton.co.jp/  
●YouTube https://www.youtube.com/@FranklinTempletonJapan 
●X（旧 Twitter） https://x.com/FTI_JP 
 
 
 
【ご相談および情報提供窓口】 
 投資勧誘について疑問が生じた場合は、以下のいずれかの窓口まで情報をご提供いた
だくとともに、被害にあったと考えられる場合は最寄りの警察署にご相談ください。 

 ＜金融庁金融サービス利用者相談室＞  
受付時間：平日 10 時～17 時  
電話（ナビダイヤル）：0570-016811（IP 電話からは 03-5251-6811）  
※電話での受付のほか、FAX、ウェブサイト、文書（郵便）でも受付 

 ＜証券取引等監視委員会 情報提供窓口＞  
受付時間：平日 10 時 ～16 時  
電話（直通）：0570-00-3581（一部 IP 電話等からは 03-3581-9909）  
※電話での受付のほか、FAX、文書（郵送）でも受付  
 
 
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 417 号   
加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団
法人第二種金融商品取引業協会 
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